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第 18回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の 

取得及び消却に関するお知らせ 

 
当社は、本日開催の取締役会において、平成 30年６月 13日に発行を決議いたしました第 18回新株予約権（行使

価額修正条項及び行使許可条項付）（以下、「本新株予約権」といいます。）につきまして、平成 30年９月７日に、

当該時点において残存する本新株予約権の全部を取得するとともに、取得後直ちに本新株予約権の全部を消却する

ことを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

１．取得及び消却する新株予約権の内容 

① 新株予約権の名称 テラ株式会社第 18回新株予約権 

② 発行した新株予約権の数 30,000個 

③ 新株予約権の割当日 平成 30年６月 29日 

④ 新株予約権の払込金額 9,300,000円（新株予約権１個当たり 310円） 

⑤ 取得及び消却する新株予約権の数 30,000個（注） 

⑥ 新株予約権の取得及び消却日 平成 30年９月７日 

⑦ 新株予約権の取得価額 9,300,000円（新株予約権１個当たり 310円）（注） 

（注）上記⑤「取得及び消却する新株予約権の数」に記載の個数及び上記⑦「新株予約権の取得価額」の記載の取

得価額の総額は、本日以降、本新株予約権が行使されなかったと仮定した場合の数値を記載しております。 

 

２．新株予約権の取得及び消却の理由 

平成 30 年６月 13 日付で発表した資金調達に関しましては、その実施に至るまでに様々な意思決定過程を経てお

りますが、その過程で締結された GFA Capital株式会社とのファイナンシャル・アドバイザリー・サービス契約の

締結が、取締役会の承認を得る必要があるにもかかわらず、これを得ないで行われた疑いがあることが判明しまし

た。また、割当先の決定過程においても社内規程違反の疑いがあることが判明したため、資金調達自体を見直す必

要が出てまいりました。以上の理由により、本新株予約権に付された取得条項に基づき、取得日において残存する

本新株予約権の全部を、本新株予約権 1個当たり 310円の価額で取得するものです。 

なお、今回取得及び消却する本新株予約権の資金使途となっていた中長期的な治験実施のための研究開発に係る

費用についての資金調達の必要性は存在しており、また、今後の事業の展開によっては追加の資金調達を行う必要

性があることも考えられるため、資金調達自体の検討は引き続き行ってまいります。 

また、本件に関連して、本日付で「第三者委員会設置及び平成 30 年 12 月期第２四半期決算発表延期に関するお

知らせ」を発表しておりますので、ご参照ください。 

 

３．今後の見通し 

本件が平成 30 年 12 月期の連結業績に与える影響につきましては、精査中であります。今後、重要な影響を与え

る見込みが生じた場合には、その内容を適時適切に開示いたします。 
 

以 上 


